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録 者 数 は639,368人 で あ っ た が、1960年 で
650,566人、1970年で708,458人、1980年で782,910
人と常に増加を続けてきた。増加率について
も、1947年から1986年の40年間での外国人登
録者数の増加は227,869人であったが、1986
年から2006年の20年間では1,144,323人と、わ
ずか半分の期間で約５倍もの増加を見せてい
る。
　2008年の都道府県別外国人登録者数を表１
に示す。最も外国人登録者数が多いのは東京
都の402,432人であり、全体の18.1％を占めて

Ⅰ．研究の背景

　平成20年度の法務省統計によれば、正規の
外国人登録者数は221万人を超える数字を記
録した１）。この数は日本の総人口の約1.74％
と史上最も高い値となり、拡大再生産を前提
とした消費型の社会から多文化共生を前提と
した成熟した社会への緩やかな移行が継続し
ていることを示していると考えられる。
　外国人登録者数の経年的推移を見てみると、
外国人登録令が施行された1947年の外国人登
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表１．都道府県別外国人登録者数

平成13年 平成16年 平成19年 平成20年 構成比 対前年増減率
総数 1778462 2011555 2011555 2217426 100 3
東京都 318996 347225 348225 402432 18.1 5.3
大阪府 209700 194648 211394 228432 10.3 2.8
愛知県 149612 211394 194648 211782 9.6 0
神奈川県 131038 150430 150430 171889 7.8 4.8
埼玉県 88993 104286 104286 121515 5.5 5.6
兵庫県 100935 96478 101496 111228 5 6.2
千葉県 82275 93378 96478 103279 4.7 1.9
静岡県 74422 101496 93378 102522 4.6 1
京都府 55729 50769 54208 57570 2.6 0.6
茨城県 45227 51026 51026 56277 2.5 3.1
その他 521524 609435 605986 650500 29.3 1.9

平成20年度在留外国人統計（法務省）より作成
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認め、互いに尊重する心を育てるよう配慮す
ること」との一文があり、保育士の本来業務
の中で多文化共生への配慮が重要であること
が明言されている。このことからも、今後の
保育士の専門性向上の一環として、外国人母
子へのエンパワメントの視点での保育実践を
進めて行くことは急務であると考えられる。
　本研究は多文化共生社会への転換期におい
て、保育専門職を志望する学生の多文化保育
に関する認知や意識を明らかにすることで、
今後の保育士の専門性向上にむけた養成課程
カリキュラム構築の一助とすることを目的と
した。

Ⅱ．対象と方法

　2009年４月、国内私立大学で多文化保育論
を履修登録した大学生72名に対して、集合式
質問紙調査を行った。調査内容は、1.保育所
保育指針の内容の認知度、2.日本語を母語と
しない子どもへの保育に関する意識等に関す
る項目である。欠損値の処理等を行い、68票
を分析に投入した。

Ⅲ．結果

₁）保育所保育指針の内容の認知度

　「保育所保育指針第三章 保育の内容　1.保
育のねらいおよび内容（二）教育に関わる内
容およびねらい　イ情緒の安定⑭外国人など、
自分と異なる文化を持った人に親しみを持
つ」について、「考察したことがある」と答え
たのは８名（11.8％）であった。「読んだこと
はあるが考察はしていない」の８名（11.8％）
を加えると、全体の約23％が認知している結
果となった。
　「保育所保育指針第三章　2.保育の実施上
の配慮事項（一）保育に関わる全般的な配慮

いる。ついで大阪府の228,432人（10.3％）、
愛知県の211,782人（9.6％）となり、上位10
都 道 府 県 の 外 国 人 登 録 者 数 の 合 計 は
1,566,926人に上る。10都道府県全てで前年を
上回る数字となり、全国の外国人登録者の約
70％がこれらの地域に居住する結果となった。
このことから、在日外国人の居住状況には大
きな地域格差があり、集住地域における総人
口に占める外国籍住民の割合は非常に高いこ
とが明らかである。
　日本における外国人住民は、約74％が生産
年齢人口に属する。特にニューカマーにおい
てこの傾向は顕著（フィリピンでは90％以上）
であり、既存の日本人住民あるいはオールド
カマーに分類される外国人住民を対象とした
サポートシステムの枠組みでは、これらの人
口が基本的な住民サービスの一つである保育
サービスを十分に受けられないか、受けられ
る場合にも外国籍保護者のニーズが十分に配
慮されない可能性が高い。２），３）

　日本における外国人住民に対する保育サー
ビスのあり方についての先行研究は、各地域
の保育所おける事例的な報告や横断的な定量
的調査が存在するものの４），５）、十分な蓄積が
なされているとは言えず、保育の現場におい
ても必ずしも多文化保育の実践知が重要視さ
れてはいない状況がある。一方で、平成20年
に改訂された保育所保育指針においては、第
三章　保育の内容 1.保育のねらいおよび内
容（二）教育に関わる内容およびねらい イ
情緒の安定の中で「⑭外国人など、自分と異
なる文化を持った人に親しみを持つ」との文
言が定められている。さらに改訂以前の保育
所保育指針から継続して、２保育の実施上の
配慮事項（一）保育に関わる全般的な配慮事
項の中に「オ　子どもの国籍や文化の違いを
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事項　オ子どもの国籍や文化の違いを認め、
互いに尊重する心を育てるよう配慮するこ
と」については、「考察したことがある」と答
えたのは９名（13.2％）であった。同様に「読
んだことがあるが考察はしていない」の40名

（66.7％）を加えると、約77％が内容を認知
している結果となった。
　カイ二乗検定の結果、双方の項目共に学年
や性別での有意差は見られなかった。

₂）	日本語を母語としない子どもへの保育に

関する意識

　日本語を母語としない子どもへの保育を行
う上で必要な知識・技術について表２に示す。

「多言語の用語集等の活用」を除いた全ての
項目で50％を超える値となった。最も高い割
合を示したのは「保育者の外国語による対応」
の65名（95.6％）、次いで「他文化の保育観
等の理解」62名（91.2％）、「食文化や宗教に
おける禁忌の把握」62名（91.2％）、「保育者
の身振り手振りによる対応」60名（88.2％）
等となっていた。
　「日本語を母語としない子どもが入園した
場合、全体の保育内容を変えるべきか」の設問
については、強くそう思うが11名（16.2％）、

そう思うが42名（61.8％）であり、約80％ が
肯定的に捉えていた。
　「日本語を母語としない子どもを積極的に
受け入れたいと思うか」の設問については、
強くそう思うが19名（27.9％）、そう思うが
14名（20.5％）であり、受け入れに積極的だっ
たのは47.5％に留まった。

Ⅳ.考察

₁）保育所保育指針の内容の認知度

　対象はその全てが保育士養成課程に登録を
していた。調査期間が改訂された保育所保育
指針が告示されてから約１年ということもあ
り、保育所保育指針について学習する機会は
複数回存在した筈である。しかしながら、「保
育所保育指針第三章 保育の内容　1.保育の
ねらいおよび内容（二）教育に関わる内容お
よびねらい　イ 情緒の安定⑭外国人など、
自分と異なる文化を持った人に親しみを持
つ」については、約23％に認知されているに
留まり、多文化保育と関連した視点での保育
内容として数少ない具体的な記述であるにも
関わらず、養成課程において十分に取り上げ
られていない可能性が示唆された。
　「保育所保育指針第三章　２保育の実施上
の配慮事項（一）保育に関わる全般的な配慮
事項 オ 子どもの国籍や文化の違いを認め、
互いに尊重する心を育てるよう配慮するこ
と」については、全体で約77％が認知してい
た。多文化共生社会むけた多様性の受容の視
点と親和性が高い記述として、改訂前の保育
所保育指針から注目されている箇所であり、
前述の情緒の安定に関するねらいよりも比較
的高い割合を示している。一方、対象が多文
化保育論の履修登録者であり、一般の保育士
養成課程登録学生に比べて文化的多様性の受

表₂．日本語を母語としない子どもを保育す
る上で必要な知識や技術（Ｎ＝68）

ｎ %

保育者の外国語による対応 65 95.6
保育者の身振り手振りによる対応 60 88.2
多言語の用語集等の活用 32 47.1
他文化の保育観等の理解 62 91.2
食文化や宗教における禁忌の把握 62 91.2
保護者とのより緊密な連携 39 57.4
日常的なカリキュラムのアレンジ 34 50
イベント的なカリキュラムのアレンジ 36 52.9

（複数回答）
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の準備が十分ではないかもしれないから」「子
どもたちが混乱するかもしれない」「自分よ
りも良い受け入れ先があると思う」「保護者
の理解が得られないかも知れないから」等の
記述がみられた。言葉や環境構成の問題をは
じめとした保育者の知識や技術についての十
分な指導が必要なことは勿論、その前段階と
しての多文化共生そのものに対する倫理的な
配慮を含め、多文化保育についての包括的な
取り組みが養成課程において必要なことが示
唆された。

Ⅴ．まとめ

　日本における外国人住民は、約74％が生産
年齢人口に属しており、また国際結婚の件数
は平成18年において40272に上り、全婚姻数
の約5.6％となっている。６）さらに外国人住民
の人口構造とは対照的に、日本の生産年齢人
口は経年的な減少が見込まれ、現在の社会シ
ステムを維持するためには、今後50年間に毎
年約60万人もの外国人移民を受け入れる必要
があるとの報告もある。７）以上のことから、
今後両親あるいは一方の親が外国籍である子
どもの数は更に増加する可能性が極めて高く、
地域の保育所が日本語を母語としない母子の
保育ニーズに対応可能なシステムを構築する
ことは急務である。またその過程における保
育者一人ひとりの専門性の向上は不可欠であ
り、特に今後の資格取得に向けた保育士養成
課程における対応は重要であることが考えら
れる。
　一方で今回の調査によって、多文化保育に
比較的関心の高い大学生においても保育所保
育指針の内容の認知度および日本語を母語と
しない子どもへの保育に関する意識は、多様
化する保育ニーズに十分に対応できる水準に

容について感度が高いと想定されることを考
慮に入れると、必ずしも十分な認知度である
とは言えないと考えられる。

₂）	日本語を母語としない子どもへの保育に

関する意識

　日本語を母語としない子どもを保育する上
で必要な知識・技術については、「保育者の外
国語による対応」（95.6％）、「他文化の保育観
等の理解」（91.2％）、「宗教や食文化における
禁忌の把握」（91.2％）、「保育者の身振り手振
りによる対応」（88.2％）等の保育者自身の
資質に関わる項目について高い割合を示した。
保護者を始めとした当該児をとりまく環境に
ついては比較的低い割合を示し、体系的なエ
ンパワメントに繋がりにくい状況が考えられ
た。
　「日本語を母語としない子どもが入園した
場合、全体の保育内容を変えるべきか」につ
いては、全体で約80％が肯定的な意識を持っ
ていた。否定的な回答をした理由についての
自由記述では、「今まで園にいた子どもたちが
戸惑うから」「外国の子どもだけを特別扱い
するのは良くないから」「保護者の理解が得
られないかもしれないから」等の記述がみら
れた。当該児と既存の園児との利益が排他的
な関係にあるという認識が目立ち、日本語を
母語としない子どもへの理解が、保育所保育
指針の保育に関わる全般的な配慮事項とも関
連したメリットを既存の園児にも誘引する点
が十分に認識されていないことが考えられた。
　「日本語を母語としない子どもを積極的に
受け入れたいと思うか」については、受け入
れに積極的だったのは半数に満たない結果と
なった。否定的な回答をした理由についての
自由記述では、「英語が話せない」「受け入れ
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あるとは言えないことが明らかとなった。
　よって以下の２点を提言する。

１） マジョリティに対する保育を前提に考え
られてきた従来の養成課程において、重
要性を十分に強調されてこなかった可能
性のある多様性の受容等に関わる保育の
配慮事項について、保育所保育指針にも
明言されていることからも、しっかりと
カリキュラムに組み込みながら在籍学生
の多文化共生社会にむけた意識を涵養す
る必要がある。

２） 多文化保育に関心がある大学生において
も、日本語を母語としない子どもを受け
入れることへの積極性は高いとは言えな
いことから、上記の配慮を前提としなが
らも多文化保育に関するより具体的な知
識や技術を指導していく必要がある。
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